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PROTERIAL
株式会社プロテリアル金属 北日本工場

「北秋田市から世界へ！
 世界の人の手に私たちの製造する製品を！」

広告

〒018-4231 秋田県北秋田市上杉字金沢178番712
TEL: 0186-78-4189   FAX: 0186-78-4192

　　こども課子育て相談係 ☎84‐8778問

こども課子育て相談係　 ☎84‐8778
児童相談所相談専用ダイヤル ☎0120‐189‐783

　本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話
などを日常的に行っているこども・若者のことです。

こども家庭庁ヤングケアラー特設サイト▶

●自分や家族のことを話すのは勇気がいることですが、
　サポートしてくれる人は必ずいます。内容に応じて利
　用できる制度をご案内することもできます。
●ヤングケアラーかもしれないこどもや若者について心
　配している方は、相談窓口へ情報をお寄せください。

出典:「ヤングケアラーについて」（こども家庭庁）
（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/）
をもとに北秋田市作成

ヤングケアラーとは…

パスポート受取について

　　市民課市民係 ☎62‐1114問

　紙類は燃やせるごみではなく、リサイクルのために資源ご
みへ出すようお願いしています。
　新聞紙はコピー用紙へ、雑誌類はダンボール等へ再生され
るように、紙の種類によってリサイクルされる製品が異なり
ますので、種類ごとに紙ひもでしっかりしばっていただき、
集積所内で飛散しないようにして出してください。
　なお、３月からはダンボールの出し方を変更し、１枚だけ
出す場合はしばらなくても収集しますが、できる限り複数枚
となるまで自宅で保管をお願いします。
　ただし、１メートルを超える大きさ
のときは、広がらないように紙ひもで
しばってください。
　厚みのある雑紙とダンボールの分
別方法は、断面が波状で隙間のあるも
のはダンボール、紙のリサイクルマー
クがあるのは雑紙、と見分けることが
できます。

北秋田市火災予防条例の一部が改正されました

　 北秋田市消防本部警防課警防係 ☎62‐1119問

　　生活環境課環境推進係 ☎62‐1110問

②林野火災注意報や警報が発令された場合、北秋田市消防本部管轄地域内においては、屋外における火の使用
　が制限（努力義務もしくは一部罰則あり）され、屋外焼却の例外にあたる焼却行為であっても燃焼行為の中止
　や期日の延期をしていただきます。（燃焼行為には「たき火」も含む）

③基本的に屋外での焼却行為は禁止されています。（例外を除く）

①林野火災注意報および林野火災警報の発令が新たに設けられました。
※発令基準により発令した場合は防災ラジオ、ホームページ、車両等による広報などでお知らせします。

　なお、昨年12月にクリーンリサイクルセンターでリチウム
イオン電池やライター等の混入が原因と考えられる火災事故
が発生しました。
　下記のような充電式の製品にはリチウムイオン電池が入っ
ていますので、出し方がわからないときはお問い合わせくだ
さい。
　ご家庭で正しい分別にご協力をお願いします。

▲ごみ分別アプリ

▲小型充電式電池
　の廃棄について

▼ダンボールの断面

▼紙のリサイクルマーク

▲電子タバコ

◀ハンディファン

▲電気シェーバー

充電式製品

申請されたパスポートの受取についてご案内します。
★受取方法・期間
本人のみ。発行日から６か月以内。

★支払い方法 (現金でのお支払いは行っていません)
●オンライン申請：クレジットカード（※①）
　　　　　　　　 または秋田県証紙・収入印紙（※②）
●窓口申請：秋田県証紙・収入印紙のみ
※①：クレジットカード払いの場合はマイナ

ポータルより事前登録が必要です。
※②：県証紙および国収入印紙は、県および

国指定の取引所で購入できます。
★手数料
例）10年用（18歳以上）パスポート申請手数料
　  →オンライン申請：15,900円／窓口申請：16,300円
例）５年用(12歳以上）パスポート申請手数料
　  →オンライン申請：10,900円／窓口申請：11,300円他

★受け取り後は…
◎ご自身で緊急連絡先をご記入ください。
◎追記欄や査証欄にはメモ書き等（※③）しないようにご注
　意ください。パスポートが無効になってしまいます。
※③：小さいお子さんの落書きも同様です。

相談窓口

北秋田市火災予防条例の一部が改正されました北秋田市火災予防条例の一部が改正されました

【屋外焼却の例外】
　▶公的機関等がその施設の維持管理のための焼却。（例：河川管理のための伐採した草木等の焼却）
　▶震災、風水害等および災害の予防、応急対策等で行う焼却。
　▶地域、宗教上の行事による必要な焼却。（例：どんと焼き、お焚き上げなど）
　▶農林業を営むためのやむを得ない焼却。（例：田畑の維持管理の為の焼却）
※稲わら焼きは禁止期間があり、また付近住民の健康被害等の観点から実施できない場合があります。

　▶その他の軽微な焼却。（例：キャンプファイヤーなど）

申請・交付・電子証明書更新・暗証番号再設定が可能です

マイナンバーカード休日窓口開設します（完全予約制）

　　市民課市民係 ☎62‐1114

３月25日（水）までに電話予約

※15歳未満の方および成年被後見人の方は、親または法定代理人と一緒にお越しください。
※現在、新しいカードを申請してから受取までに1ヶ月半ほどかかります。カード本体の更新が必要な方は、お早めにお手続きください。

▲詳細はこちら▲詳細はこちら

問申

②カードの発行日から５回目のお誕生日を迎える方
電子証明書の更新

①カードの発行日から10回目のお誕生日を迎える方
カード本体の更新（15歳未満の方は５回目のお誕生日を迎える方）

▼水色の通知の封筒を受け取った方は更新手続きが必要です。

３月28日（土） ９時～15時日 時

市役所本庁舎１階 市民ホール場 所

北秋田市内に住所登録している方対 象

申込方法

「ヤングケアラー」を
知っていますか？

④屋外で火を取り扱う（上記例外含む）行為の前に「火災とまぎらわしい煙または火炎を発生する行為の届出」が必要です。

▲詳細はこちら▲詳細はこちら


